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1.法令等（抜粋） 

 

○都市計画法 

(公聴会の開催等) 

第十六条 都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作

成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反

映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

（以下略） 

(都市計画の案の縦覧等) 

第十七条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国

土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画

を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に

供しなければならない。 

２ 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の

縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係る

ものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出

することができる。 

（以下略） 

(市町村の都市計画の決定) 

第十九条 市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置か

れていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経

て、都市計画を決定するものとする。 

２ 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市

計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の

要旨を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 

（以下略） 

(都市計画の告示等) 

第二十条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、

都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第十四条第一項

に規定する図書の写しを送付しなければならない。 

（以下略） 
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○菊川市都市計画公聴会規則（抜粋） 

第 11条 議長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。 

（以下略） 

○菊川市都市計画公聴会運営要領（抜粋） 

(菊川市都市計画審議会への報告) 

第 13条 市長は、規則第 11条の規定により作成された記録を、菊川市都市計画審議会に

提出するものとする。 
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５． 公述の要旨 

(1) 石井 水穂氏（５分 45秒） 

項目 要旨 

事業の優先

度について 

 「南海トラフ大地震」「豪雨水害対策」への備えこそ最優先事業で 

あり、総合計画の核とすべき。「駅整備事業」の優先度は低いと考える。 

住民説明会

について 

 ６月 29日の住民説明会の資料は「菊川駅北整備構想」としており、

ホームページ上での告知は「都市計画道路の変更に伴う住民説明会」

であった。当市の事業名称はどの名称を用いればよいのか。 

駅北口改札

所設置につ

いて 

ことの発端は「駅北口改札所設置」要望からであり、簡易な設置とす

べき。 

事業実施に

ついて 

「駅整備事業」を進めるという政策判断について更なる見極めが必

要であり、「まちづくり懇談会」で全市に提示してほしい。 

 

・事務局から質疑  

『ことの発端は「駅北口改札所設置」要望からであり』との意見があったが、いつ、

誰が、誰に提出した要望のことを指しているのか。 

 

・石井氏 

菊川市が合併した後にマスタープラン（都市計画）の作成を市内 11地区で検討委

員会が発足してスタートしている。およそ２年かかって成案を得たと思うが、その中

の記述としてそういうことが強い地域から要望があったと認識しているからである。

  

 

(2) 杉山悦夫氏（７分 58秒） 

項目 要旨 

予算および事

業の優先度に

ついて 

７月 28日時点で県の新型コロナ感染者は１万人を超えており、菊川

市の感染者は 86人となっている。菊川市議会が昨年国に提出した「新

型コロナ感染症対策の強化を求める意見書」に書かれているように感

染者の早期発見と重症化防止、そのための検査・医療体制の強化を市

が率先してやっていただきたい。 

駅整備より新型コロナ感染症対策が先にやるべき課題だと考える。 

 

費用に関する

市民の意向調

査 

 今後予定されている JRとの覚書締結などは延期して、見積もり費用

を市民に明らかにした上で、市民のこの事業に対する意向を再調査す

るよう要望する。 
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(3) 田島允雄氏（15分 00秒）  

項目 要旨 

財政・費用効

果について 

なぜ 31 億円もの先行投資をするのか。コロナ禍で飲食店や商店は

売上減少で廃業の危機を迎えている。お茶や家族経営の農家は採算が

とれない、大雨の度に浸水に悩む地域もある。市民のくらしを優先す

べき。 

工事費の費用

負担について 

南北連絡線と橋上駅化は市民の為でなく、JR東海のための事業では

ないか。事業費負担について JR との協議内容を明らかにしてほしい。 

事業スケジュ

ール・事業の

賛否について 

事業スケジュールは事業着手まで短期日で強行であるため、市民に

開かれたスケジュールに改めてほしい。事業費が明らかになった際は

市民アンケートを実施し、事業の賛否を問うべき。 

 

 

(4) 片山光雄氏（５分 21秒）  

項目 要旨 

事業実施につ

いて 

JR東海が所有するものを移転・改築するのになぜ菊川市が財政負担

をしなければならないのか。 

 菊川市が JR に支払う補償金はどのくらいになるのか。橋上駅新設

に伴う市の負担は〇〇億円になり、JRの負担は〇〇億、市からの補償

費を控除すると JR の実質負担は〇〇億円と市民に説明し、意見を聞

くべき。 

北口改札口設

置について 

駅北の多くの人は橋上駅でなくとも北口（北改札口）が出来れば納

得すると思う。なぜ、北口の新設としないで、橋上駅としなければな

らないのか。 

市民説明につ

いて 

今後１年間市民への説明を尽くしてから、再度の公聴会の開催を求

める。 

 

 

(5) 久保田修治氏（５分 37秒）  

    

項目 要旨 

事業実施につ

いて 

市は JRと掛かる費用の話し合いがもたれたのか。今後の市政運営に

は影響がない将来への大きな負担にはならない財政計画であるとい

えるのか。 

市民説明につ

いて 

市民説明会については私達市民が議会基本条例９条に書かれている

７つの条件に基づいて要請したものだがコロナ対策を理由に延期に

なっている。コロナの対策上で市民への説明が十分できないのであれ

ばコロナが収束した上で住民説明会や市民説明会を再度再開してい
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ただきたい。 

北口改札口設

置について 

橋上駅ありきの計画を見直し、費用を軽減しての北口改札口設置は

可能であり、駅北住民の皆様も理解していただけると思う。 
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意見書要旨と対応方針 
 

１ 意見の対象となる都市計画案の種類 

東遠広域都市計画道路の変更 

２ 案の縦覧期間 

  令和３年 10月 12 日（火）～令和３年 10 月 26日（火） 

３ 提出意見書数 

  ４通（菊川市内在住者４名 ①～④） 

４ 意見書要旨及び対応方針 

項目 意見の要旨 対応方針 

南北自由通路

の効果 

②「菊川駅南北を結び、駅周辺地区の均衡

ある発展と交通結節機能の強化を図る」

効果は期待できない。 

④南北連絡線の都市計画決定の理由とし

て「駅周辺地域の均衡ある発展と交通結

節機能の強化を図るため」を掲げてい

る。期待値のみで賛同できない。 

南北自由通路の必要性については、中心

市街地としてのにぎわいや駅南北の均衡

ある発展を目指している。 

よって原案のとおりで支障ないと考え

る。 

なお、駅利用者の時間短縮、安全性など

の直接効果と駅周辺へ波及する人口や地

価等の間接効果について、住民説明会や議

会全員協議会で説明済みである。 

南北自由通路

の目的 

②JRの橋上駅新設を目的とした南北連絡

線はつくるべきではない。 

③駅北口整備計画では最初から橋上駅化

が計画されており、そのための南北自由

通路を都市計画決定する。 

④「駅整備事業」に係る発端は「駅北口改

札所設置」要望からである。 

南北自由通路を整備することで駅北と

駅南を結び、歩行者の往来を増加させ、南

北の均衡ある発展と交通結節機能の強化

を図ることを目的としている。 

よって原案のとおりで支障ないと考え

る。 

なお、北口改札口設置では目的は達成さ

れない。 

また、「駅北口改札所設置」要望はもら

っておらず、発端ではない。 

南北自由通路

の位置 

②南北連絡線南口階段部分は、JRの敷地

内とせず、市の敷地（駅前広場）とする。 

③南北自由通路だけの工事なら菊川駅の

施設に掛からないようにすればよい。 

位置検討にあたっては利用者の利便性、

安全性や既存建築物の移転等を総合的に

検討した結果、現位置が最良と判断した。 
なお、駅前広場に南北自由通路を設置す

ると駅前広場の規模が縮小し、交通処理に

影響が出るため、現計画とした。 
よって原案のとおりで支障ないと考え

る。 
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法手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「駅整備事業」の前段として実施する事

業という記載をすべきではないか。 

事業主体が菊川市であるのに「東遠広

域都市計画道路の変更」としていること

に対して説明していただきたい。 

「駅整備事業」とした当市の大事業の

推進計画について、法体系、手続き体系、

事業名称がつまびらかに認識できるよ

うにしていただきたい。 

④公聴会での公述内容の検証と議会提案

の関連性はあるのか手続きが不明。公聴

会での公述はどのような価値が存在す

るのか。 

 

 

都市計画法第 11条第２項に、都市施設

である都市計画道路で定めるものは種類、

名称、位置及び区域などと規定されてい

る。 

都市計画法第 11条第６項および第 12

条第５項により、施行事業者を定められる

ものは限定されている。 

都市計画道路は道路網として一体の圏

域を形成する都市圏で効果を発揮するた

め、「東遠広域都市計画道路」として変更

する。 

住民説明会、公聴会開催時において都市

計画法に基づく手続き等について説明し

た。【説明資料①】 

都市計画法第 16条第１項により、公聴

会は住民の意見を反映させるために開催

しており、議会提案との関連性はない。 

よって原案のとおりで支障ないと考え

る。 
             

※都市計画法 

(都市施設) 

第十一条 

２ 都市施設については、都市計画に、都

市施設の種類、名称、位置及び区域を定め

るものとするとともに、面積その他の政令

で定める事項を定めるよう努めるものと

する。 

６ 次に掲げる都市施設については、第十

二条の三第一項の規定により定められる

場合を除き、第一号又は第二号に掲げる都

市施設にあつては国の機関又は地方公共

団体のうちから、第三号に掲げる都市施設

にあつては流通業務市街地の整備に関す

る法律第十条に規定する者のうちから、当

該都市施設に関する都市計画事業の施行

予定者を都市計画に定めることができる。 
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（続） 

法手続き 

 

一 区域の面積が二十ヘクタール以上の

一団地の住宅施設 

二 一団地の官公庁施設 

三 流通業務団地 

 

(市街地開発事業) 

第十二条 

５ 第一項第二号、第三号又は第五号に掲

げる市街地開発事業については、第十二条

の三第一項の規定により定められる場合

を除き、これらの事業に関する法律(新住

宅市街地開発法第四十五条第一項を除

く。) において施行者として定められてい

る者のうちから、当該市街地開発事業の施

行予定者を都市計画に定めることができ

る。 

計画の規模 ④現計画はあまりに過剰な計画（橋上駅

舎、南北連絡線、北口広場、駅南 16m

道路）が盛り込まれている。 

交通結節点として、円滑な交通処理を行

うことを目的に、歩行者の安全性、利便性、

快適性を確保するため、道路構造令等に従

い、適切な規模を設定した。  

よって原案のとおりで支障ないと考え

る。 

なお、橋上駅舎と駅南 16ｍ道路は今回

の提出議案で変更する区域ではない。 

その他 

（事業費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①事業費の大半が市の借金で賄われるこ

とになる。多額の借金は市民サービスの

一層の低下につながる。 

③JR東海の駅なら JR東海が費用負担すべ

き。菊川市民の大切な税金は市民のくら

しのために使うべきであり、税金の使い

方が間違っている。 

③31 億円もの市民の税金を先行投資事業

として JR 東海のために使うのは止める

べき。 

③JR 東海のために市民の税金を使うよう

な政策は市の重点施策ではない。 

④南北連絡線のみを利用するであろう市

 事業費については、今回の都市計画決定

に関する事項ではない。 

よって原案のとおりで支障ないと考え

る。 

なお、議会や住民説明会で説明したが、

事業費すべてが市の一般財源ではなく、国

庫補助金や起債などを活用し、市の財源に

できるだけ負担がかからないようにして

いく。JR と市の費用負担割合については

「自由通路の整備及び管理に関する要綱

（平成 21年６月１日適用）」に基づいて進

めている。 

また、市民の税金を JRのために使うと
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（続） 

その他 

（事業費） 

民の利用価値と費用対効果は一層の深

掘りした検討を求める。 

の説明はしていない。 

駅利用者の時間短縮、安全性などの直接

効果と駅周辺へ波及する人口や地価等の

間接効果について、議会全員協議会で説明

した。 

その他 

（事業の優先

度） 

 

 

①駅整備より新型コロナ感染症蔓延防止

対策に全力を傾けるべき。 

③ 地方自治体の第一の重点施策は市民の

暮らしを守ることである。 

 

 事業の優先度については、今回の都市計

画決定に関する事項ではない。 

よって原案のとおりで支障ないと考え

る。 

なお、新型コロナ感染症対策や市民の暮

らしに関わる施策についても重要施策と

捉えており、担当部局へ伝える。 

その他 

（上位計画） 

①新型コロナ感染症により取り巻く環境

が様変わりした。この都市計画の元にな

っている平成 29 年度に策定した菊川駅

北整備構想は見直すべき時期。 

③本事業の目的の裏付けとなる調査の根

拠は。 

 

駅北整備構想は菊川市総合計画や都市

計画マスタープラン等の上位計画に基づ

き策定したものであり、見直す予定はな

い。 

よって原案のとおりで支障ないと考え

る。 

なお、新型コロナ感染症については再重

要施策と捉えており、担当部局へ伝える。 

その他 

（市民説明） 

①事業費を示しての市民説明会を開催し、

市民の意見を聞いてから進めるべき。 

③費用対効果について市民に報告すべき。 

③市民に開かれたスケジュールに改める

べき。市民合意が希薄である。 

市民説明については、住民説明会、公聴

会、案の縦覧等、都市計画法の事務手続き

に沿って進めている。 

よって原案のとおりで支障ないと考え

る。 

なお、事業実施に関しては市民の代表で

ある議会の皆様に相談し進めている。 

その他 

（意思決定の

手法） 

③駅北口改札所の議会検討を十分にしな

いまま、橋上駅化を市長与党派が多数を

占める議会のみの審議で決定しようと

する市側の方針に反対である。 

④市民の代表である市議会の承認で事が

足りるのか。都合の良い選択肢を最優先

しているのではないかと疑義を持つ。 

 

事業実施に関わる意思決定の手法につ

いては、今回の都市計画決定に関する事項

ではない。 

よって原案のとおりで支障ないと考え

る。 

なお、議会は市民から選ばれた市民の代

表であり、市としての意思を決定する機関

である。その市議会に説明し、審議してい

ただき方針を決定する。都合の良い選択肢

を最優先してはいない。 
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その他 

（政治思想） 

③コロナ禍のあとの市の政策は、アベノミ

クスに代表される新自由主義の政治か

らの変革である。 

国政や政治思想については、今回の都市

計画決定に関する事項ではない。 

よって原案のとおりで支障ないと考え

る。 

なお、市民の暮らしに関わる事業につい

ても重要と捉えており、担当部局へ伝え

る。 
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【説明資料①】 

都市計画事務手続きの流れ 
   

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ※法：都市計画法 

原案の作成 
 

住民説明会 

（法第16条第１項） 

 
 

令和3年6月29日 

令和３年７月30日 
公聴会の開催 

（法第16条第１項） 

 
 

案の作成 

令和３年12月16日 

 

令和３年10月12日～26日 

 

都市計画の案の公告及び縦覧 

（法第17条第１項） 

 

意見書の提出 

（法第17条第２項） 

 

令和３年10月12日～26日 

 

市都市計画審議会 
（法第19条第１項） 

 

都市計画決定の告示 
（法第20条第１項） 

令和４年１月～２月 

 

手 続 き の 流 れ 開 催 時 期 
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